
　

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動
は
、

火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
季
を
迎

え
る
に
あ
た
り
、
火
災
予
防
思
想

の
一
層
の
普
及
を
図
り
、
火
災
の

発
生
を
防
止
し
て
、
高
齢
者
を
中

心
と
す
る
死
者
の
発
生
の
軽
減
、

財
産
の
損
失
防
止
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

　

消
防
本
部
で
は
防
火
ポ
ス
タ
ー

に
よ
る
啓
発
や
商
店
街
の
立
入
検

査
を
行
う
と
と
も
に
、
事
業
所
対

抗
の
屋
外
消
火
栓
操
法
大
会
等
の

行
事
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
に
は
、
こ
の
運

動
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、

ご
家
庭
や
自
治
会
な
ど
で
火
災
予

防
や
災
害
時
の
避
難
方
法
・
避
難

場
所
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
い
、

安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
西
条

市
に
し
ま
し
ょ
う
。

■
重
点
目
標

①
住
宅
防
火
対
策
の
推
進

②
放
火
火
災
・
連
続
放
火
火
災
防

止
対
策
の
推
進

③
特
定
防
火
対
象
物
等
に
お
け
る

防
火
安
全
対
策
の
徹
底

　

納
め
て
い
た
だ
い
た
国
民
年
金

保
険
料
は
、
所
得
税
や
住
民
税
の

「
社
会
保
険
料
控
除
」
の
対
象
と

な
り
、
申
告
を
行
う
こ
と
で
課
税

対
象
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。

　

申
告
の
際
に
は
、
保
険
料
を
納

付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を

申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と
が
税
法

で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
保
険
料
の
納
付
を

証
明
す
る
資
料
と
し
て
「
社
会
保

険
料
控
除
証
明
書
」（
ハ
ガ
キ
様

式
）
が
11
月
上
旬
ま
た
は
来
年
２

月
に
社
会
保
険
庁
か
ら
送
ら
れ
て

き
ま
す
。

　

申
告
の
際
に
は
、
こ
の
控
除
証

明
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
控
除
証
明
書
の
送
付
対
象
者

○
11
月
送
付
対
象
者

　

今
年
１
月
１
日
～
９
月
30
日
の

間
に
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

実
績
が
あ
る
方

○
来
年
２
月
送
付
対
象
者

　

今
年
10
月
1
日
～
12
月
31
日
の

間
に
、
そ
の
年
初
め
て
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
あ
っ
た
方

■
領
収
証
書
も
大
切
に

　

保
険
料
の
納
め
忘
れ
な
ど
で
納

付
が
遅
れ
る
と
、
控
除
証
明
書
の

証
明
額
に
記
載
さ
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
は
領
収
証

書
な
ど
で
控
除
額
を
自
己
申
告
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
領
収
証
書

は
、
大
切
に
保
管
し
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。

■
問
合
せ

○
新
居
浜
社
会
保
険
事
務
所

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

３
５

－

１
３
０
０

○
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

ＴＥＬ
０
５
７
０

－

０
７
０

－

１
１
７

○
Ｉ
Ｐ
電
話
用
の
控
除
証
明
書
専

用
ダ
イ
ヤ
ル

ＴＥＬ
０
３

－

６
７
４
８

－

８
８
８
２

※
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
の

開
設
期
間
は
、
11
月
4
日
㈫
～

平
成
21
年
３
月
13
日
㈮
（
平
日

９
時
～
17
時
）
で
す
。

　

11
月
は
下
水
道
に
係
る
受
益
者

負
担
金
・
分
担
金
の
納
期
で
す
。

　

最
寄
り
の
金
融
機
関
で
納
め
て

く
だ
さ
い
。

■
対
象
の
納
期
限

　

旧
西
条
市
賦
課
分

　

第
３
期　

12
月
１
日
㈪

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
本
館
下
水
道
業
務
課

　

下
水
道
業
務
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
２
４

■西条市庁舎
　℡0897－56－5151

■東予総合支所
　℡0898－64－2700

■丹原総合支所
　℡0898－68－7300

■小松総合支所
　℡0898－72－2111

市役所への
お問い合わせ先

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
㈰
～
15
日
㈯

国
民
年
金
の
社
会
保
険
料
控
除

証
明
書
を
送
付
し
ま
す

社会保険庁から「ねんきん特別便」が送付された方へ
○年金記録に「もれ」や「間違い」がないか十分にご確認を
　お願いします。「もれ」や「間違い」がある場合も、ない
　場合も、必ずご回答ください。

「ねんきん特別便」が届いていない方は住所変更の手続きを
○「ねんきん特別便」を確実にお届けするため、住所異動の
　際は、住所変更の手続きを忘れずにお願いいたします。

問合せ　新居浜社会保険事務所　℡0897－35－1300
　　　　今治社会保険事務所　　℡0898－32－6141

詳しくは「ねんきん特別便専用ダイヤル」へ
℡０５７０－０５８－５５５（市内通話料金で利用できます）

月～金曜日：９時～20時　第２土曜日：９時～17時
※ＩＰ電話・ＰＨＳからは、℡03－6700－1144へ。

下
水
道
受
益
者
負
担
金
・
分
担

金
の
納
期
（
旧
西
条
市
分
）
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